
外国船への特許関係業務

不開港場寄港特許件数

年
支局別

8 3 13 19 11

7 0 0 0 2

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 0 0 1 0

18 3 13 20 13

＊「国海外第367号：H18.3.8（通達）」に基づき、平成24年中から「航行に附随する停留(バース待ち等を目的とした5
日以内の停留）は寄港に当たらない」として特許対象から除外した。

合計

東京

川崎

茨城

4

本局

千葉

鹿島

632 5


